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は じ め に 

 

我が国における労働災害による死傷者は、長期的には減少傾向にありますが、サー

ビス経済化の進展等に伴い、全産業の死傷者数に占める第三次産業の割合は年々増加

しています。また、他の産業の死傷者が減少している中でも第三次産業では増加して

いることから、職場における安全衛生水準の向上と労働災害のより一層の減少を図る

必要があります。 

このような背景を踏まえ、厚生労働省では企業が自主的に安全衛生水準を向上させ

るため、労働者の就業に係わる危険性又は有害性を特定し、それぞれのリスクを見積

り、これに基づきリスクの低減措置を実施するという手法（危険性又は有害性等の調

査：リスクアセスメント）の実施を促進する「第三次産業における危険性又は有害性

等の調査等の実施促進のための支援事業」を本年度、実施しました。 

リスクアセスメントについては、平成 18 年４月施行の改正労働安全衛生法によりそ

の実施が努力義務化されました。これに伴いリスクアセスメントの基本的な考え方及

び実施事項について、「危険性又は有害性等の調査等に関する指針」（危険性又は有害

性等の調査等に関する指針公示第１号）が示されました。この指針においては、詳細

指針として「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針」（危険性又

は有害性等の調査等に関する指針公示第２号）、「機械の包括的な安全基準に関する指

針」（平成 19 年 7 月 31 日基発 0731001 号）が示されました。 

本マニュアルは第三次産業の一つである『産業廃棄物処理業』の職場における安全

衛生水準の向上と労働災害のより一層の減少を図るため、当該業界団体である社団法

人全国産業廃棄物連合会を通じ、リスクアセスメントの実施促進を図るために必要な

資料として作成しました。 

なお、平成 15 年３月に「産業廃棄物処理業におけるモデル安全衛生規程及び解説」

（厚生労働省委託事業：中央労働災害防止協会制作）が作成されており、本事業を推

進するに当たり同資料も参考とすると効果的と考えています。 
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